
「笛吹市在日外国人高齢者・障害者等福祉給付金」 

支給対象者確認の手引き 

【申請できる対象者】 
 
 
 
 
 
 
  または、 
 
  
                           ＊「定義」参照 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ※｢初診要件｣や｢支給停止要件｣がありますので注意してください。 

 

昭和 61年 3月 31日以前から日本に居住

笛吹市に外国人登録若しくは住民登録をしている者 

笛吹市の被措置者 ＊ 

公的年金 ＊ の受給要件を制度上満たすことができない者で、 
次のいずれかの該当すること。 

(１)大正 15 年 4 月 1 日以前に生まれた在日外国人 

ただし、本市において外国人登録又は住民登録を

行った日から 1 年を経過していない者は支給対
象者としない。 

(２) 明治 44 年 4 月 2日～大正 15 年 4 月 1 日の間に生まれた者のうち、昭和
36年 4月 2日以降に国外から日本国内に住民基本台帳法に基づく届出を

した者 
(３) 昭和 37年 1月 1日以前に生まれた重度の障害者又は中度の障害者（重
度の障害者等）＊ のうち、昭和 57 年 1 月 1 日前に重度の障害者等と
なり、その初診日が同日前の在日外国人 

(４) 昭和 22年 1月 1日以前に生まれた者のうち、昭和 57年 1月 1日から
昭和 61年 3月 31日までの間に重度の障害者等となった在日外国人、又
は昭和 61 年 4 月 1 日以降重度の障害者等となり、その初診日が同日前
の在日外国人（前号に該当する者を除く。） 

(５) 初診日が昭和 36年 4月 1日～昭和 61年 3月 31日までの間にあり、当
該初診日において日本国内に住所を有しなかった重度の障害者等である

日本人 

している。 

していない。

本市制度

の対象で

はない。 

ではない。 


